
 市立千歳市民病院経営懇話会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 市立千歳市民病院（以下「市民病院」という。）が地域の基幹病院として良質

な医療水準の維持・向上を図り、健全な病院運営を推進するため、市立千歳市民病院

経営懇話会（以下「懇話会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 懇話会は、次に掲げる事項について所掌する。 

 （１）市立千歳市民病院中期経営計画の策定に関すること。 

 （２）市立千歳市民病院中期経営計画の実施状況の点検及び評価に関すること。 

 （３）その他市民病院の経営全般における諸課題に関すること。 

（組織） 

第３条 懇話会の委員（以下「委員」という。）の定数は、10人以内とする。 

２ 懇話会は、次に掲げる者をもって組織する。 

 （１）学識経験を有する者 

 （２）医療関係者 

 （３）住民の意見を代表する者（市内に通勤又は通学する者を含む。） 

 （４）前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

３ 懇話会には、必要に応じアドバイザーを置くことができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 懇話会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 懇話会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 



２ 懇話会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会長は必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができ

る。 

４ 会議は、公開とする。ただし、必要があると会長が認める場合は、これを非公開と

することができる。 

（事務局） 

第７条 懇話会の事務局は、市立千歳市民病院事務局経営戦略室経営企画課に置く。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話

会に諮って定める。 

 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成 26年 12月８日から施行する。 

 この要綱は、平成 27年 10月１日から施行する。 

 この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

 

 

 


